
証券コード 2670
2026年５月11日

株 主 各 位
東京都渋谷区神南一丁目11番５号
（本社事務所）
東京都港区麻布台一丁目３番１号
株式会社 エービーシー・マート
代表取締役社長 服 部 喜 一 郎

第41回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第41回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに掲載しております
ので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://www.abc-mart.co.jp/ir/

上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記のウェブサイトにアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コード欄に「エービーシー・
マート」又は「2670」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、
「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、後記の「議決権
行使についてのご案内」に従って2026年５月25日（月曜日）午後６時までに議決権を行使くだ
さいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年５月26日（火曜日）午前10時（受付開始は午前９時を予定してお

ります。）
2. 場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番４号

The Okura Tokyo オークラ プレステージタワー ７階 メイプル
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
（株主総会にご出席の株主様へのお土産は取りやめとさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。）

3. 株主総会の目的事項
報 告 事 項 1. 第41期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報告及び連結

計算書類並びに計算書類報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款の規定に基づき、下記の
事項を記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を
監査しております。
①事業報告の会計監査人に関する事項、②事業報告の業務の適正を確保するための体制及び当該体
制の運用状況、③連結貸借対照表、④連結損益計算書、⑤連結株主資本等変動計算書、⑥連結計算
書類の連結注記表、⑦連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書、⑧貸借対照表、⑨損益計算
書、⑩株主資本等変動計算書、⑪計算書類の個別注記表、⑫計算書類に係る会計監査人の監査報告
書、⑬監査等委員会の監査報告書

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

◎株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトでお知ら
せいたしますのでご確認ください。
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議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時 2026年５ 月26日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2026年５ 月25日（月曜日）午後６時到着分まで
※議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットで議決権を行使される場合

パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、
同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画
面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限 2026年５ 月25日（月曜日）午後６時入力完了分まで
※インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取
扱わせていただきます。

※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.

2.

○○○○○○○

議 決 権 の 数
議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

株 主 総 会 日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

見 本

見 本 「次の画面へ」を
クリック
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
当期の剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様への利益還元を重要政策と位置づけ、収益性の向上や財務体質の強化を図

りながら、業績を加味した利益還元を実施していくことを基本方針としております。
この基本方針に基づき、第41期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展

開等を勘案いたしまして、2025年4月に発表いたしました期末配当予想より５円増加の、１株
につき普通配当金40円とさせていただきたく、以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

期末配当金は、当社普通株式１株につき普通配当金40円といたしたいと存じます。
この場合の配当総額は、9,904,664,800円となります。
なお、中間配当金としてすでに金35円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金

は、1株につき金75円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年５月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名全員が任期満了とな

ります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名の選任をお願いするも
のであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であ

ると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 〔重 要 な 兼 職 の 状 況〕 所有する当社

株 式 の 数

1

再任
の ぐち みのる

野 口 実
（1965年12月６日生）

1988年４月 シヤチハタ東京商事株式会社（現 シヤチ
ハタ株式会社）入社

1991年４月 当社入社
2000年６月 当社取締役営業本部長
2004年３月 当社常務取締役営業本部長
2007年３月 当社代表取締役社長
2026年 3 月 当社代表取締役会長（現任）

186,000株

〔重要な兼職の状況〕
−

〔在任年数〕
26年

〔候補者とした理由〕
入社以来、営業部門に籍を置き、2000年より取締役営業本部長として「現場視点」をモットーに経
営に携わってきました。2007年に代表取締役社長に抜擢され、これまで当社グループの発展・成長
に大きく貢献してきました。2026年より新しい経営体制へ移行し代表取締役会長に就任しました。
今後も経営責任者としての職責が期待されるため、取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 〔重 要 な 兼 職 の 状 況〕 所有する当社

株 式 の 数

2

再任
はっ とり き いちろう

服 部 喜一郎
(1974年８月13日生)

1999年12月 当社入社
2014年５月 当社取締役 海外事業担当
2018年４月 LaCrosse Footwear,Inc. President

（現任）
2023年10月 当社取締役 営業本部長
2024年 4 月 当社常務取締役 営業本部長
2026年 3 月 当社代表取締役社長（現任）

600株

〔重要な兼職の状況〕
LaCrosse Footwear,Inc. President

〔在任年数〕
12年

〔候補者とした理由〕
入社以来、商品の海外生産の管理業務や海外渉外業務に従事し、2014年より取締役として経営に携
わり、海外の事業展開における折衝や海外子会社のサポートを担ってきました。2018年に渡米し、
子会社のLaCrosse Footwear,Inc.の取締役社長に就任しました。アジアにおける事業戦略の強化を
図るため2023年に帰国し、2024年に常務取締役営業本部長に就任しました。これまでの豊富な経験
や実績から、2026年に代表取締役社長に就任しました。今後は最高経営責任者としての職責が期待
されるため、取締役候補者としました。

3

再任
かつ ぬま きよし

勝 沼 清
(1963年７月６日生)

1992年10月 株式会社アミックス入社
1996年12月 当社入社
2007年５月 当社取締役販売促進部長
2019年７月 当社取締役 財務経理担当 総務人事担当

店舗開発部長
2022年12月 当社取締役 総務人事担当 店舗開発担当

財務経理担当 物流担当（現任）

90,000株

〔重要な兼職の状況〕
−

〔在任年数〕
19年

〔候補者とした理由〕
入社以来、当社の成長戦略の柱である広告宣伝分野に携わり、2007年より取締役として経営に携わ
ってきました。多店舗展開が加速するなか、販売促進、営業、店舗開発、人事、総務、財務経理の各
分野の責任者を歴任し、幅広い人脈と経験を築き上げてきました。これまでの豊富な経験や実績か
ら、今後もその職責が期待されるため、取締役候補者としました。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 〔重 要 な 兼 職 の 状 況〕 所有する当社

株 式 の 数

4

再任
きく ち たかし

菊 池 孝
(1968年９月４日生)

1989年４月 株式会社ブティック武生入社
1991年５月 当社入社
2009年５月 当社取締役商品開発部長
2015年１月 当社取締役 商品開発担当 販売促進担当
2025年 3 月 当社取締役 販売促進担当 生産管理担当

（現任）

9,000株

〔重要な兼職の状況〕
−

〔在任年数〕
17年

〔候補者とした理由〕
入社以来、商品の企画開発に従事し、2009年より取締役として経営に携わってきました。海外生産
における品質管理と自社企画商品のデザインから販売促進までをトータルに監修し、当社グループの
クリエイティブ・アドバイザーとしての地位を確立しました。これまでの豊富な経験や実績から、今
後もその職責が期待されるため、取締役候補者としました。

5

再任
いし い やす お

石 井 寧 大
(1971年11月３日生)

1995年４月 イトキン株式会社入社
2001年３月 当社入社
2008年２月 当社経理部所属
2015年１月 当社経理部長
2022年 5 月 当社取締役経理部長
2022年12月 当社取締役経営企画室長（現任）

12,600株

〔重要な兼職の状況〕
−

〔在任年数〕
4年

〔候補者とした理由〕
入社以来、店長経験、ライセンス関係の業務を経て、2008年より経理業務に従事しました。韓国子
会社の会計部門への2年間の出向を経て、2015年に経理部長に就任、当社グループの財務基盤の強化
に努めてきました。2022年より取締役として経営に携わり、経営企画室長、IR担当役員に就任しま
した。これまでの豊富な経験や実績から、今後もその職責が期待されるため、取締役候補者としまし
た。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略 歴、 地 位、 担 当 〔重 要 な 兼 職 の 状 況〕 所有する当社

株 式 の 数

6

再任／社外
すず き ひろ こ

鈴 木 浩 子
(1975年11月23日生)

1992年以降 ファッション誌 光文社専属モデルに起用
（現職）

1997年以降 TVドラマ、映画、CMなどに出演（現職）
2014年 4 月 プライベートブランド『will Garden』設

立、花育活動に従事（現職）
2025年 5 月 当社取締役（現任）

−

〔重要な兼職の状況〕
−

〔在任年数〕
１年

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕
『畑野ひろ子』としてファッションモデル・俳優として活躍される一方で、花をきっかけとした教育
や家族との関わり方などを提案するフラワーライフプロデューサーでもあります。ファッション業界
における専門的知見から、商品戦略・マーケティング等に関して有益な意見を述べられており、今後
もその職責が期待されるため、社外取締役候補者としました。

7

再任／社外
さ さ き か な こ

佐々木 加奈子
(1980年9月29日生)

1994年以降 俳優として、TVドラマ、映画などに出演
2008年 3 月 株式会社エムズ・オフィス代表取締役

飲食店経営
2024年 3 月 株式会社エムズ・オフィス代表取締役退任
2025年 5 月 当社取締役（現任）

−

〔重要な兼職の状況〕
−

〔在任年数〕
１年

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕
俳優『榎本加奈子』としてマスメディア業界で活躍され、また飲食店を自らプロデュースし４店舗を
経営された経歴を持ちます。女性・母親の視点に立った自社商品の企画開発や販売促進に関する分野
において有益な意見を述べられており、今後もその職責が期待されるため、社外取締役候補者としま
した。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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2. 鈴木浩子氏及び佐々木加奈子氏は、社外取締役候補者であります。当社は、現在、鈴木浩子氏及び
佐々木加奈子氏を独立役員として東京証券取引所へ届け出ております。両氏が再任された場合、当
社は両氏を独立役員として再指定する予定であります。

3. 当社は、現在、鈴木浩子氏及び佐々木加奈子氏との間で会社法第427条第１項に規定する責任限定契
約を締結しております。両氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。

4. 当社は、保険会社との間で、当社及び国内子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び
監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結
しており、被保険者が会社の役員として業務上行った行為（不作為を含む。）に起因して被保険者に
対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補する
こととしております。ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因して生じた損
害は填補されない等の一定の免責事由があります。また保険料は特約部分を含め、会社が全額負担
しております。なお、取締役候補者の選任が承認されますと、各候補者は、当該保険の被保険者に
含められることになります。当該保険は各候補者の任期中に更新予定であります。

以 上
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（ご参考）取締役会の構成［2026年５月26日以降の予定］

各取締役候補者（監査等委員である取締役を含む。）のこれまでの経験をもとに、その能力を十分に発揮する
ことを期待しております。

氏名 企業経営・
経営戦略

営業・
マーケティング IT グローバル 品質・生産 人事・

人材開発 財務・会計 法務・
リスク管理

取締役
野 口 実（男性） ● ● ● ●

服 部 喜一郎（男性） ● ● ● ●

勝 沼 清（男性） ● ● ● ●

菊 池 孝（男性） ● ● ●

石 井 寧 大（男性） ● ● ● ●

鈴 木 浩 子（女性） 社 外 ●

佐々木 加奈子（女性） 社 外 他社経営
経験あり ●

監査等委員である取締役
松 岡 正（男性） 社 外 他社経営

経験あり ● ●

菅 原 泰 男（男性） 社 外 他社経営
経験あり ● ●

小早川 英 樹（男性） 社 外 他社経営
経験あり ● ● ● ●

（注） 本表は各取締役が有する全てのスキルを表すものではありません。

【社外取締役候補者の独立性について】
① 各候補者は、当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であったことはありません。また、当

社の親会社等の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の親会社等の業務執行者又
は役員であったこともありません。

② 各候補者は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去10年間に当社
の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。

③ 各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、
また過去２年間に受けていたこともありません。

④ 各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族
その他これに準ずるものではありません。
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事 業 報 告 （2025
2026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度(2025年３月１日から2026年２月28日まで)における事業環境は、企業収
益の増加に伴う個人所得・雇用環境の改善やインバウンド需要の増加により、国内消費は緩
やかに増加しました。一方で、地政学リスクの長期化など不安定な国際情勢や米国の通商政
策による景気下振れリスクが高まっており、依然として先行きは不透明な状況が続いており
ます。
シューズ業界におきましては、新作スニーカーを中心としたスポーツ系カジュアルに加

え、手を使わなくても履けるハンズフリーシューズなど付加価値の高い商品の需要は拡大し
ました。一方で、継続的な物価上昇に伴い消費者の節約志向が顕著になってきており、個人
消費の動向に合わせた戦略の構築が必要となりました。
このような状況下、当社グループは、グランドステージと複合業態店舗の拡大、デジタル

インフラの活用、スポーツシューズとスポーツアパレルを含めたライフスタイルカジュアル
の拡充に対応してまいりました。店舗展開につきましては、国内外合わせて64店舗の新規出
店を行い、65店舗の改装を実施いたしました。当社グループの店舗数は、1,505店舗となり
ました。
以上の結果、当連結会計年度における連結業績は、国内事業が売上を牽引した形となり、

売上高は前期比1.7％増の3,786億24百万円となりました。利益面につきましては、営業利
益は前期比1.2％増の632億87百万円、連結営業利益率は16.7％となりました。経常利益に
つきましては、営業外収益に有価証券売却益を11億77百万円計上したことから、前期比3.9
％増の671億56百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は前期比2.2％増の
463億46百万円となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 国内

販売戦略につきましては、SNSを中心に広告宣伝には著名なタレントを起用し、ナシ
ョナルブランドのスニーカーやアパレルの販売を強化いたしました。ハンズフリーシュ
ーズにおいては、スケッチャーズやプーマに加え、自社ブランドのハンズフリーを多数
展開し、ターゲット層をメンズやキッズへ拡大しました。下期に注力販売のレザーブー
ツについては、ティンバーランドや自社のダナーブランドを中心に、スニーカーに慣れ
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親しんだ世代に向けて販売を強化いたしました。
店舗展開におきましては、郊外のショッピングセンターを中心に、通期で33店舗の新

規出店を行いました。業態変更を目的としたスクラップアンドビルドと好立地への移転
を積極的に進め、25店舗を閉店しました。これらの結果、期末店舗数は1,107店舗とな
りました。
当連結会計年度につきましては、シューズ以外の商品、特にスポーツアパレルの売上

を拡大していくため「GRAND STAGE」と「ABC-MART SPORTS」の出店を強化いた
しました。当期末時点で「GRAND STAGE」は18店舗増加の127店舗、「ABC-MART
SPORTS」は５店舗増加の131店舗となりました。「OSHMAN'S」につきましては３店
舗の新規出店を行い、21店舗となりました。既存店におきましては、増床を中心に47店
舗の改装を行いました。増床改装は27店舗、業態変更は19店舗実施しました。様々な顧
客層を取り込むため、２バナー以上の複合業態店舗は142店舗となりました。

② 海外
海外事業につきましては、昨年10月に、東南アジア２か国目のフィリピン共和国に進

出いたしました。
店舗展開といたしましては、韓国に24店舗、台湾に５店舗、フィリピンに２店舗、計

31店舗の新規出店を行いました。期末店舗数(2025年12月31日現在)は、韓国320店
舗、台湾64店舗、米国７店舗、ベトナム５店舗、フィリピン２店舗、計398店舗(閉店
韓国30店舗、台湾２店舗、米国１店舗)となりました。
海外の業績につきましては、韓国が政治の混乱により上半期の国内需要は減少しまし

たが、インバウンドが前年に比べ２倍近く増加し下半期からは国内需要も回復基調で推
移しました。韓国の売上高は前期比4.5％減の695億４百万円となりました。米国につき
ましては、米国の関税政策の影響等により、売上高は前期比7.3％減の290億29百万円
となりました。台湾につきましては、「ABC-MART」や「GRAND STAGE」の知名度を
生かした商品戦略が奏功しており、売上高は前期比1.1％増の120億円となりました。ベ
トナム、フィリピンにつきましては連結業績へ与える影響は軽微であります。海外連結
子会社はいずれも12月決算であります。
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（品目別連結売上高）

期 別
品目別

第40期

（2024
2025

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

第41期（当連結会計年度）

（2025
2026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

ス ポ ー ツ 208,769 56.1 213,855 56.5

レ ザ ー カ ジ ュ ア ル 53,793 14.5 52,022 13.7

キ ッ ズ 27,951 7.5 31,045 8.2

レ デ ィ ー ス 18,035 4.8 17,415 4.6

サ ン ダ ル 20,413 5.5 19,729 5.2

ビ ジ ネ ス 9,327 2.5 8,807 2.3

ウ ェ ア そ の 他 24,408 6.6 28,771 7.6

そ の 他 9,503 2.6 6,975 1.8

合 計 372,202 100.0 378,624 100.0

（注） 構成比率は、小数点第２位以下を四捨五入して表示しております。

2. 対処すべき課題
今後の当社グループを取り巻く経営環境を展望しますと、観光立国としての日本が経済を

発展させていくものと考え、インバウンドは今後も安定的に増加すると予想します。一方で
物価の上昇が進み、雇用環境や個人所得の改善が消費に大きな影響をもたらすものと考えま
すが、中長期的には、それらを支える労働人材の確保が喫緊の課題になると予想します。海
外においては、米国の保護主義的な動きと政策の不確実性の高まりから、株式や為替相場の
著しい変動や地政学的リスクの高まりが懸念され、世界経済は先行き不透明な状況が続くも
のと予想します。
このような状況下、当社グループは、お客様の購買意欲を高めるための様々な販売戦略を

実施し、新たなマーケットを開拓するべく諸施策の遂行に取り組んでまいります。またどの
ような状況下においても、より良い商品をお客様にご提案できる接客サービスの向上に努め
てまいります。
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このことから、当社グループが対処すべき課題といたしましては、『店舗・商品・人材・
IT』という重要な戦略要素を強化していくことであると認識しております。

① 店舗戦略
店舗売上の最大化を目指すため、都市型旗艦店「ABC-MART GRAND STAGE」、スポ

ーツファッション専門店「ABC-MART SPORTS」の出店を拡大いたします。また、増床
改装により売場面積を拡大し、店舗の新陳代謝を促進するための好立地への移転や業態変
更を積極的に行ってまいります。異なる屋号、異なる業態の店舗を併設させた複合業態に
よる出店を拡大することで、新たな顧客層の獲得とオペレーションの効率化を実現してま
いります。
多店舗展開を推進するにあたり、多様な商圏、顧客層に応じた店舗形態を築いていく必

要があります。地域の特性等も考慮に入れながら新業態の開発に取り組みます。また、商
品の企画から構成(マーチャンダイジング)を店舗設計に組み入れ、収益重視の店舗開発を
行ってまいります。これらを踏まえ、個別店舗の収益を最重要視し、全ての店舗が収益に
貢献することを目指します。
海外においても、「ABC-MART」のグローバルな店舗展開を推進してまいります。

② 商品戦略
顧客ニーズの多様化とライフスタイルの変化に即応していくために、商品カテゴリー毎

の戦略をより明確にし、店舗とオンラインへの商品供給を適時適切に行ってまいります。
売れ筋商品の見極めと滞留在庫の取り扱いの早期判断・対処により、単品毎の在庫回転率
の改善を図り、収益力を高めてまいります。
売上総利益率の向上を図るためには、メーカー各社との取引において他社との差別化を

図るため、ナショナルブランドの共同企画による限定商品を多数展開してまいります。ま
た、売上総利益率の高い自社企画商品においては、付加価値の高い、競争優位性の高い商
品の開発を行ってまいります。これらの取り組みを行うことで、売上原価の低減と利益率
の向上に努めてまいります。
商品の販売戦略においては、デジタル広告の積極的な利用とテレビなどの媒体活用を戦

略的に使い分けて、ターゲット層に響く広告宣伝と販売促進活動を行ってまいります。
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③ 販売力（人）の強化
当社グループは、対面販売による営業活動を主軸に事業を展開しております。
お客様にとって魅力のある店づくり、商品づくりを心がけ、提供していくためには、ス

タッフ一人ひとりの販売力＝『人の力』が重要であると認識しております。また、お客様
への気配りや心遣いが次のご来店に繋がることから、接客サービスを向上させる取り組み
を進めてまいります。また海外子会社の店舗とも人材交流を進め、グループ企業としての
「接客の均一化」を図ってまいります。

また女性管理職比率の向上を図ります。2030年度の目標として17.7％を目指します。
そのためには、スタッフの様々なライフスタイルに応じた「働き方改革」を推進してまい
ります。ショートタイム社員や地域限定社員など雇用形態の多様化を図り、中長期的な労
働力の確保を目指します。

④ IT活用による顧客満足度の最大化
当社グループは、対面販売を基調とした直営店(リアル店舗)のほか、インターネットオ

ンラインサイトを運営しております。当社グループの事業拡大には、デジタルコマースの
成長は不可欠です。
リアルとネットを繋ぐためのオムニチャネル戦略を推進していくため、スマートフォン

を活用した様々な取り組みを実施してまいります。ABCマートアプリによる新規会員の獲
得、リアルとネットの相互利用が可能な電子ポイントシステム、会員向け情報発信サービ
スの提供、キャッシュレス決済への対応に加え、在庫情報の可視化によるオペレーション
の向上があります。今後も、IT活用による顧客満足度の最大化と更なる業務の効率化を目
指してまいります。

⑤ 内部管理体制の強化
企業規模が拡大していくなか、国内外へのグローバルな活動が活発化しており、その社

会的責任も一層増していることを強く認識しております。
2015年５月、取締役会における経営判断の適正性を監視する機能をさらに高めていく

ため、また取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点
から、監査等委員会設置会社へ移行しました。
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取締役の職務執行状況や経営活動全般における法令遵守についての内部監査を強化して
いくとともに、お客様の安心・信頼に繋がる店舗運営を実現するため、店舗監査を定期的
に実施し、必要に応じて是正勧告等を行い、店舗運営の適正化に努めてまいります。また
法令遵守はもとより、役職員の健康管理の観点から、より一層働きやすい労働環境の整備
に向けた取り組みを積極的に行ってまいります。会計監査につきましては、監査等委員と
の相互連携により監査体制を充実させてまいります。その他法令・税務についての判断を
要する案件につきましては、顧問弁護士、顧問税理士に依頼または相談し、適宜、指導や
助言を受けてまいります。

⑥ リスク管理体制の強化
当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があると考えられる重要な要因として、主

に、新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症の拡大、大地震や豪雨、火災といっ
た大規模災害、海外情勢の変化、為替相場の変動、サプライチェーン問題、事業環境の変
化や季節変動、人材の確保と育成、情報セキュリティ等が挙げられます。
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避に向けた

対策を講じてまいります。また万が一発生した場合においては、従業員とお客様の安全の
確保に努め、会社の損害や損失を最小限に抑える対策を検討し、尽力する所存でありま
す。

株主の皆様におかれましては、当社グループの経営に深いご理解をいただき、今後ともな
お一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

3. 設備投資等の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は144億62百万円余で、その主なものは、

国内外における新規出店や店舗の改装に係る費用と韓国における店舗用不動産と関連施設の
取得に係る費用等であります。

4. 資金調達の状況
該当事項はありません。
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5. 財産及び損益状況の推移

期 別
区 分

第 38 期

( 2022
2023

年
年
３
２
月
月

１
28

日から
日まで )

第 39 期

( 2023
2024

年
年
３
２
月
月

１
29

日から
日まで )

第 40 期

( 2024
2025

年
年
３
２
月
月

１
28

日から
日まで )

(当連結会計年度)
第 41 期

( 2025
2026

年
年
３
２
月
月

１
28

日から
日まで )

売 上 高（百万円） 290,077 344,197 372,202 378,624

営 業 利 益（百万円） 42,301 55,671 62,550 63,287

経 常 利 益（百万円） 43,360 57,834 64,618 67,156
親会社株主に帰属
する当期純利益（百万円） 30,256 40,009 45,358 46,346

１株当たり当期純利益 （円） 122.19 161.58 183.18 187.17

総 資 産（百万円） 355,850 387,336 418,725 455,202

純 資 産（百万円） 310,974 341,654 369,747 401,000

１株当たり純資産 （円） 1,248.28 1,370.85 1,483.45 1,607.64

（注）1. １株当たり当期純利益及び１株当たり純資産は小数点第２位未満をそれぞれ四捨五入して表示して
おります。

2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。また、期中平均発行
済株式数を算出するにあたり、自己株式数を控除しております。

3. １株当たり純資産は、自己株式数を控除した後の期末発行済株式数に基づき算出しております。
4. 2023年９月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第38期の期首に

当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しておりま
す。
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6. 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ABC-MART KOREA,INC. 252億60百万ウォン 100% 靴・衣料品の企画仕入販売

7. 主要な事業内容（2026年２月28日現在）
靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

8. 主要な事業所
① 株式会社エービーシー・マート（2026年２月28日現在）

本店所在地 東京都渋谷区神南一丁目11番５号
本社 東京都港区麻布台一丁目３番１号
店舗 合計 1,086店舗

地 域 店 舗 数 地 域 店 舗 数

北 海 道 39 中 部 177

東 北 63 関 西 180

東 京 137 中 国 ・ 四 国 70

関 東 （東 京 除 く。） 276 九 州 ・ 沖 縄 144

② ABC-MART KOREA,INC.（2025年12月31日現在）
本社 韓国 ソウル特別市
店舗 韓国 320店舗
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9. 従業員の状況（2026年２月28日現在）
① 企業集団の従業員の状況
セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

国内 4,167名 〔 2,052名〕 93名増 〔 152名増〕

海外 4,934名 〔 1,198名〕 67名減 〔 85名増〕

合計 9,101名 〔 3,250名〕 26名増 〔 237名増〕

（注） 従業員数は就業人員であり、アルバイト・契約社員数は〔 〕内に年間の平均雇用人員を外数で記載し
ております。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

3,977名〔 1,983名〕 66名増〔 139名増〕 32歳 ８ヶ月 ９年 ４ヶ月

（注） 従業員数は就業人員であり、アルバイト・契約社員数は〔 〕内に年間の平均雇用人員を外数で記載し
ております。

10. 主要な借入先の状況（2026年２月28日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 り そ な 銀 行 544百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 459

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 212

11. その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅱ．会社の株式に関する事項（2026年２月28日現在）
① 発行可能株式総数 742,000,000株
② 発行済株式の総数 247,618,938株（自己株式2,318株を含む。）
③ 株主数 11,856名
④ 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

合同会社イーエム・プランニング 123,537千株 49.89％

三木 正浩 23,627 9.54

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 19,931 8.04

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 9,268 3.74

三木 美智子 7,425 2.99

CEP LUX−ORBIS SICAV 5,365 2.16
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
505001 5,245 2.11

全国共済農業協同組合連合会 5,216 2.10

HSBC−FUND SERVICES HSBC−006 MF EFM 2,452 0.99

日本証券金融株式会社 1,864 0.75

（注） 持株比率は、自己株式（2,318株）を控除して計算しております。

Ⅲ．新株予約権に関する事項（2026年２月28日現在）
該当事項はありません。
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Ⅳ．会社役員に関する事項
1. 取締役の状況（2026年２月28日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 取締役会
出席状況

代 表 取 締 役 社 長 野 口 実 13/13回

常 務 取 締 役 服 部 喜一郎 営業本部長
LaCrosse Footwear,Inc. President 13/13回

取 締 役 勝 沼 清 総務人事担当 店舗開発担当 財務経理担当
物流担当 13/13回

取 締 役 菊 池 孝 販売促進担当 生産管理担当 13/13回

取 締 役 石 井 寧 大 経営企画室長 13/13回

取 締 役 鈴 木 浩 子 ９/10回

取 締 役 佐々木 加奈子 ９/10回

取締役（常勤監査等委員） 松 岡 正 13/13回

取締役（監査等委員） 菅 原 泰 男 株式会社プロモーション代表取締役会長 12/13回

取締役（監査等委員） 小早川 英 樹 ９/10回

（注）1. 取締役鈴木浩子、佐々木加奈子、取締役（監査等委員）松岡正、菅原泰男、小早川英樹の各氏は、
会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

2. 取締役（監査等委員）松岡正氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定してい
る理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等と
の連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるた
めであります。

3. 当社は社外取締役 鈴木浩子、佐々木加奈子、松岡正、菅原泰男、小早川英樹の各氏を独立役員とし
て東京証券取引所に届け出ております。

4. 社外取締役 菅原泰男氏は、株式会社プロモーションの代表取締役会長を兼務しておりますが、当社
は同社との間に特別な関係はありません。

5．当事業年度中に退任した取締役
2025年5月27日付

取締役（監査等委員） 豊田 皓 （任期満了による退任）
6．当事業年度の末日後において、取締役の会社における地位及び役職を次のとおり変更しました。

2026年3月1日付
代表取締役会長 野口 実 （前 代表取締役社長）
代表取締役社長 服部 喜一郎 （前 常務取締役営業本部長）
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2. 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役鈴木浩子、佐々木加奈子、取締役（監査等委員）松岡正、菅原泰男、小早川

英樹の各氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としており

ます。

3. 役員等賠償責任限定契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社及び国内子会社の取締役（監査等委員である取締役を含

む。）及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第１項に規定する役員等賠償
責任保険契約を締結しております。被保険者が会社の役員として業務上行った行為（不作為
を含む。）に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被
る損害を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、法令に違反すること
を認識しながら行った行為に起因して生じた損害は填補されない等の一定の免責事由があり
ます。また、保険料は特約部分も含め、会社が全額負担しております。

4. 取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月９日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容

の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認してお
り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に

機能するよう株主利益を鑑みた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各
職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

ｂ．取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬（金銭報酬）とし、役位、責任、在任年

数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、最終的には
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取締役の業務執行状況や当社及び株主への貢献度合い等を総合的に勘案して決定するも
のとする。これらの方針に基づき、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報
酬は、代表取締役社長が草案を作成し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で取
締役会において慎重に審議し、その分配を決定する。各監査等委員である取締役の報酬
は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で監査等委員会において協議の上で、そ
の分配を決定する。

ｃ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各

取締役の業務執行状況を評価する者として適任である代表取締役社長野口実がその具体
的な内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報
酬の額とする。当該権限が代表取締役社長により適切に行使されるよう、複数の社外取
締役が出席する取締役会において独立社外取締役から意見を聞いたうえで、代表取締役
社長はその際の意見、見解を踏まえて決定することとする。
なお、2025年12月1日開催の取締役会において、2026年3月1日付をもって常務取

締役服部喜一郎が代表取締役社長に就任することが決議され、次事業年度に係る取締役
の個人別の報酬等の決定を2026年3月1日付で服部喜一郎に委任しております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分
報 酬 等
の 総 額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数基本報酬 業績連動

報 酬 等
非 金 銭
報 酬 等

取締役（監査等委員を除く。） 174 174 ー ー ７名
（う ち 社 外 取 締 役） (9) (9) (ー) (ー) (２名)

取 締 役 （監 査 等 委 員） 10 10 ー ー ４名
（う ち 社 外 取 締 役） (10) (10) (ー) (ー) (４名)

合 計 184 184 ー ー 11名
（う ち 社 外 取 締 役） (19) (19) (ー) (ー) (６名)

（注）1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2015年５月27日開催の第30回定時株主総会におい

て、年額10億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。なお、当該
株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち、社外取締役は０名）です。

3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2015年５月27日開催の第30回定時株主総会において、年
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額１億円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の
員数は、３名（うち、社外取締役は３名）です。

4. 上記には、当事業年度中に退任した取締役の報酬等を含めております。

5. 社外役員に関する事項
① 当事業年度における主な活動状況
氏 名 会社役員の地位 主な活動内容及び期待される役割に関して行った職務の概要

松 岡 正 取 締 役
（常勤監査等委員）

当事業年度開催の取締役会全13回（定時６回、臨時７回）の全てに出
席しました。取締役会では、常勤役員として業務や財務会計など積極
的に意見を述べており、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。また監査等委員会全７回
の全てに出席し、内部監査結果や週一回開催の経営会議での検討内容
を報告し、常勤監査等委員として議案の審議等についても必要な発言
を行っております。

菅 原 泰 男 取 締 役
（監査等委員）

当事業年度開催の取締役会全13回（定時６回、臨時７回）のうち12
回出席しました。経営者であり、人材コンサルタントとしての専門的
な見地から、取締役会では人材の多様性、特に女性管理職の育成に関
して意見を述べており、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。また監査等委員会全７回
の全てに出席し、後継者の育成や女性幹部候補に関して必要な発言を
行っております。

小早川 英 樹 取 締 役
（監査等委員）

社外取締役就任後開催の取締役会全10回（定時４回、臨時６回）のう
ち９回出席しました。コーポレートガバナンス・コードに照らし合わ
せ、当社の取り組むべき課題を検討することについて意見を述べてお
り、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。また監査等委員就任後開催の監査等委員会全
５回の全てに出席し、取締役会の監督機能強化や資本コストを意識し
た経営に関して必要な発言を行っております。

鈴 木 浩 子 取 締 役

社外取締役就任後開催の取締役会全10回（定時４回、臨時６回）のう
ち９回出席しました。ファッション業界における専門的知見から、タ
ーゲット層の選定やデザイン案について有益な助言・提言を行ってお
り、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。

佐々木 加奈子 取 締 役
社外取締役就任後開催の取締役会全10回（定時４回、臨時６回）のう
ち９回出席しました。自社が開発しているレディース商品、キッズ商
品の企画開発で有益な助言・提言を行っており、取締役会の意思決定
の妥当性や適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

② 子会社からの役員としての報酬等の額
該当事項はありません。
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Ⅴ．会計監査人に関する事項
1. 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

2. 会計監査人に対する報酬等の額
区 分 報 酬 等 の 額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 26百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額 26百万円

（注）1. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必
要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事
業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を
行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額につい
て、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬の額を区分しておりませんので、公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額には
これらの合計額を記載しております。

3. 非監査業務の内容
該当事項はありません。

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この
場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招
集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して

会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解
任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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5. 当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算関係書類監査の状
況
当社の重要な子会社であるABC-MART KOREA,INC.は、当社の会計監査人以外の公認会

計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査
（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるも
のに限る。）を受けております。
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Ⅵ．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社取締役会は、2015年５月27日付で、業務の適正を確保するための体制（内部統制シス

テム）について次のように定めております。

1. 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コーポレートガバナンス

当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役の経営参画により、業務執行に対す
る取締役会の監督機能を強化するとともに、意思決定プロセスの適正・透明性を確保しま
す。
取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程

に則り、担当職務を執行します。

② コンプライアンス
当社は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において関係法令を遵守し、

社会倫理に適合した行動を実践するため、「ABCマートグループ行動規範」を指針として、
これをコンプライアンス体制の基盤とします。
法令、定款はもとより、社員の行動規範及び諸社内規程に則り行動しなければならない

ものとして、それらに違反あるいは社会通念に反する行為等が行われないよう、内部監査
を適宜実施することとします。店舗においては、内部監査チームが現地に赴き、店舗運営
が適切に行われているか監査・指導を行い、違反行為等が行われた場合は是正のための措
置を講じます。また、再犯防止策として、ブロック会議や全店長会議で監査内容を報告す
ることで、情報の共有化を図り、店舗運営の適正化に努めるものとします。
取締役は、これらのコンプライアンス等への取組み状況を３ヶ月に１回以上、取締役会

又は経営会議で報告することとします。
また、当社は、「内部通報制度」を制定し、法令違反や社内規程違反、社内のハラスメ

ント行為や人間関係等の職場の問題に対する、相談・通報窓口を設け、問題の解決にあた
ることとします。
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2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書等の法定文書のほか、取締役の職務執

行に係る情報が記載された重要な文書（電磁的記録を含む。）を、文書管理規程並びにその
他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し管理します。
上記の文書等は、取締役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとします。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、コンプライアンス、商品市況、品質管理、与信審査、為替相場、金利及び株価、

災害等に係る個別リスクについては、それぞれの担当部署を定め、諸規程並びに細則に基づ
き、研修の実施やマニュアルの作成・配布等必要な措置を講じて、リスク管理に努めるもの
とします。
リスク発生時には、リスク管理総括責任者を置き、代表取締役社長がその任にあたること

とします。また必要な場合、リスク管理委員会を設置することとします。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を四半期に一回以上、また必要に応じて臨時で開催し、取締役会

規程に定めた重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行います。また、取締役を含
めた幹部による経営会議を毎週開催し、重要な事項についての審議を行い、代表取締役及び
取締役会の迅速な意思決定をサポートするものとします。

5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」に基づき、関
係資料等の提出を求めます。
当社は、その経営成績・財務状態その他の重要な情報について報告を受けることを目的

として、四半期に一回、子会社からの決算財務報告の提出を求めます。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当社の取締役会又は経営会議において報告される、子会社の重要リスクを分

析・評価することによって、改善策を審議し決定します。
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当社は、子会社に、業務分掌及び職務権限に基づいて業務執行を行う体制の構築、並び
に責任を持ったリスク管理の実施を求め、担当役員は、定期的に子会社の重要リスクにつ
いて親会社に報告する旨を、「関係会社管理規程」に定めることとします。
子会社に重大なリスクが発生した場合は、担当役員を派遣し対応にあたらせ、必要に応

じてリスク管理委員会を設置するものとします。

③ 子会社の取締役等及び社員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、効率的な事業運営を行うた

め、子会社からの月次決算の報告時において、子会社の取締役又は担当者に対し、経営環
境等の変化や事業運営の状況について、当社担当役員がヒヤリングを実施し、必要に応じ
てアドバイスを行い、対応策を検討します。
子会社は、当社グループの事業計画に参画するため、半期ごとに予算を策定し、当社の

取締役会に諮ります。
当社と子会社間の情報の伝達や業務において、ITを有効かつ適切に利用します。

④ 子会社の取締役等及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
当社は、子会社の法令等の遵守に関する意識向上と問題発生の未然防止を目的とし、重

要な子会社については、一年に一度、内部統制に関する報告書の提出を義務付けます。
また当社は、子会社の業務執行が、法令等に則って適正に行われていることを確認する

ため、当社から担当者を派遣し監査するとともに、必要に応じて改善の提言を行います。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員に関する事項、当該取締役又は社員の他
の取締役からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役又は社員に対する指示の
実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び専任の社員を指定しておりません

が、監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合は、内部監査部門の要員による監査業務
の補助について、代表取締役と協議することとします。
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監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は社員を置いた場合、当該取締役又は社員の人
事異動については監査等委員会の同意を要することとします。また、監査等委員会は当該取
締役又は社員に直接指示し、報告を受けることができることとし、その独立性、指示の実効
性を確保します。

7. 監査等委員会への報告に関する体制
① 取締役及び社員が監査等委員会に報告するための体制

取締役及び社員は、監査等委員会から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告す
るものとします。また、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、
直ちに監査等委員会に報告するものとします。
取締役及び社員は、監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力す

るものとします。

② 子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に
報告するための体制
子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査等委員会

から事業の報告を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、速やかに報告するも
のとします。
子会社の取締役等及び社員又はこれらの者から報告を受けた者は、正当な理由があると

きを除き、当社の監査等委員会の求めに応じて、業務及び財産の状況の調査に協力するも
のとします。

8. 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けな
いことを確保するための体制
監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を行うことを禁止します。また、監査等委員会へ報告を行った者及びその内容については、
厳重な情報管理体制を整備し、報告者が不利な取扱いを受けることを防止します。
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9. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の２第４項に

基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必
要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。
当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用する

ことを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する
こととします。

10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、当社の会計監査人、内部監査部門及び子会社の取締役等と情報・意見交

換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図ります。
監査等委員会は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期

的に会合を開催します。
監査等委員会は、職務の遂行にあたり必要な場合には、弁護士又は公認会計士等の外部専

門家との連携を図ります。

（注） ここで使用している「社員」とは、会社法上の「使用人」のことであります。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
当社は、2015年５月27日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する監

査等委員が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上、並びに、内部監査部門を活用した
監査の実施による内部統制の実効性の向上を図りました。
当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次

のとおりであります。

① 業務執行の効率性の向上に関する取組みの状況
・週一回開催される経営会議において、新店及び改装店の販売状況やブランド別の販売動向、
会社全体の業況等について報告され、これらを基とした経営課題や今後の見通し等について
議論を行いました。
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② リスクマネジメント体制に関する運用状況
・個人情報の漏洩を防止するため、情報セキュリティの強化に関する検討会議を実施しまし
た。情報漏洩やオンラインサイトのプログラム改ざん、サイト実行環境への不正アクセス等
の可能性が判明した場合の対処方法の検討も行いました。

③ コンプライアンスに対する取組みの状況
・コンプライアンス経営の浸透度を確認するとともに、良き職場風土の更なる醸成を図るた
め、従業員の意識調査を実施しました。

・内部監査の実施状況及びその結果について、社内ネットワークに掲載し、誰もが閲覧可能な
状況にしていることから、内部監査の透明性を確保しております。

・法令違反、不正行為等の未然防止を目的として、社内ネットワークや店舗内におけるポスタ
ー掲示等を通じて、従業員へ周知しています。また内部通報がしやすい環境の整備を行って
おります。

・従業員の不正については、退勤時の手荷物検査と四半期毎の交換棚卸を行うことで、不正行
為の予防と発見に努めております。また発生事案については、エリア会議で情報共有し再発
防止に努めております。

④ 監査等委員会に関する運用状況
・監査等委員は、取締役からの業務執行の報告を受けるとともに、取締役会、経営会議等の重
要な会議への出席等を通じ、その意思決定の過程や内容について監督を行っています。

⑤ 内部監査に関する運用状況
・内部監査チームは、年間の監査計画に基づき、様々な手法を用いて内部監査を実施しまし
た。当事業年度においては、取引データの分析を中心に、1,095店舗中9,073件のレジ金返
品調査、1,268件の在庫移動と振替の調査を実施しました。店舗の現地調査につきまして
は、内容を改定し、各地域の旗艦店を中心に、43エリアと１業態の155店舗の実地調査を
行いました。それらの監査結果を、担当取締役及び監査等委員会に報告しています。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。ただし、

比率の表示については四捨五入を行っております。

― 33 ―

2026年04月21日 13時36分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



連 結 貸 借 対 照 表
（2026年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
【流 動 資 産】 【344,847】【流 動 負 債】 【52,341】

現 金 及 び 預 金 200,725 支払手形及び買掛金 16,233
受取手形及び売掛金 16,686 電 子 記 録 債 務 9,416
有 価 証 券 14,395 短 期 借 入 金 1,222
棚 卸 資 産 106,562 未 払 法 人 税 等 10,856
そ の 他 6,610 契 約 負 債 1,063
貸 倒 引 当 金 △133 賞 与 引 当 金 1,303

【固 定 資 産】 【110,354】 引 当 金 315
（有 形 固 定 資 産） （56,015） 資 産 除 去 債 務 111

建 物 及 び 構 築 物 25,824 設 備 関 係 支 払 手 形 312
工 具、 器 具 及 び 備 品 5,835 設備関係電子記録債務 444
土 地 23,098 そ の 他 11,060
建 設 仮 勘 定 1,208 【固 定 負 債】 【1,860】
そ の 他 48 退職給付に係る負債 9

（無 形 固 定 資 産） （3,324） 資 産 除 去 債 務 755
商 標 権 0 そ の 他 1,096
ソ フ ト ウ エ ア 2,803 負 債 合 計 54,201
の れ ん 63 純 資 産 の 部
そ の 他 457 【株 主 資 本】 【370,456】

（投 資 そ の 他 の 資 産） (51,014） （資 本 金） （19,972）
投 資 有 価 証 券 20,114 （資 本 剰 余 金） （24,114）
関 係 会 社 株 式 1,221 （利 益 剰 余 金） （326,373）
長 期 貸 付 金 68 （自 己 株 式） （△4）
敷 金 及 び 保 証 金 27,014 【その他の包括利益累計額】 【27,622】
退職給付に係る資産 385 （その他有価証券評価差額金） （7,131）
繰 延 税 金 資 産 1,674 （為 替 換 算 調 整 勘 定） （20,490）
そ の 他 554 【非 支 配 株 主 持 分】 【2,921】
貸 倒 引 当 金 △18 純 資 産 合 計 401,000

資 産 合 計 455,202 負 債 ・ 純 資 産 合 計 455,202
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

【売 上 高】 378,624
【売 上 原 価】 186,715

売 上 総 利 益 191,909
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】 128,621

営 業 利 益 63,287
【営 業 外 収 益】

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,527
有 価 証 券 売 却 益 1,177
賃 貸 収 入 928
広 告 媒 体 収 入 34
為 替 差 益 248
そ の 他 742 4,659

【営 業 外 費 用】
支 払 利 息 35
賃 貸 費 用 657
そ の 他 97 790
経 常 利 益 67,156

【特 別 利 益】
固 定 資 産 売 却 益 65
補 助 金 収 入 8 73

【特 別 損 失】
固 定 資 産 除 却 損 265
減 損 損 失 757
そ の 他 特 別 損 失 8 1,030
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 66,198
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 19,285
法 人 税 等 調 整 額 391 19,677
当 期 純 利 益 46,521
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 175
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 46,346
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
2025年３月１日残高 19,972 24,114 297,854 △4 341,938
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 − − △17,828 − △17,828
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 − − 46,346 − 46,346

自 己 株 式 の 取 得 − − − △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） − − − − −

連結会計年度中の変動額合計 − − 28,518 △0 28,518
2026年２月28日残高 19,972 24,114 326,373 △4 370,456

その他の包括利益累計額 非 支 配
株 主 持 分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2025年３月１日残高 5,954 19,434 25,389 2,420 369,747
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 − − − − △17,828
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 − − − − 46,346

自 己 株 式 の 取 得 − − − − △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 1,177 1,056 2,233 500 2,734

連結会計年度中の変動額合計 1,177 1,056 2,233 500 31,252
2026年２月28日残高 7,131 20,490 27,622 2,921 401,000
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連 結 注 記 表

1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
連結子会社の数 16社
なお、当連結会計年度において、連結子会社を１社設立しております。
主要な連結子会社の名称 ABC-MART KOREA,INC.

ABC-MART TAIWAN,INC.
LaCrosse Footwear,Inc.
株式会社オッシュマンズ・ジャパン

② 非連結子会社の状況
非連結子会社の数 3社
なお、当連結会計年度において、非連結子会社を１社取得しております。
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、売上高、当期純損益（持分に見合う額）、総資産、及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても連
結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がな
いため、連結の範囲から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用していない非連結子会社の数
3社

なお、当連結会計年度において、持分法を適用していない非連結子会社を１社取得しております。
持分法を適用していない理由 持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から
除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても
重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
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（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、ABC-MART KOREA,INC.及びその子会社４社、ABC-MART TAIWAN,INC.、

ABC-MART VIETNAM Co.,Ltd.、ABC-MART SONAK Philippines,Inc.、LaCrosse Footwear,Inc.及び
その子会社４社の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、各連結子会社の決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
（4）会計方針に関する事項

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法

時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品及び製品 商品は主として総平均法による原価法

製品は主として先入先出法による原価法
仕掛品 主として先入先出法による原価法
原材料及び貯蔵品 当社及び国内連結子会社は主として個別法による原価法

在外連結子会社は先入先出法による原価法
④ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ７〜50年
器具備品 ５〜10年

在外連結子会社 定額法
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無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっております。

リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

⑤ 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
一般債権 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率に基づき、計上して

おります。
貸倒懸念債権及び
破産更生債権

債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計
年度の負担分を計上しております。

⑥ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の
期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。

数理計算上の差異の
費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時に一括費用処理
しております。

⑦ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外連結子会社の資産、負債は当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、収益及び費用は、期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替
換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

⑧ 重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務等については、振当処
理の要件を満たしている場合には振当処理を行っております。
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ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引）
ヘッジ対象 為替の変動により、将来のキャッシュ・フローが変動するリスクのある

外貨建仕入債務等
ヘッジ方針 ヘッジ対象の損失可能性を減殺する目的で行っております。
ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象の為替リスクが減殺されているかどうかを検証することによ

り、ヘッジの有効性を評価しております。
⑨ 収益及び費用の計上基準

主としてシューズ関連商品の販売を行っております。顧客との販売において、これらの履行義務を充
足する時点は、通常商品の引渡時であることから、当該商品の引渡時点において収益を認識しておりま
す。

⑩ のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、合理的な判断のもと個別に償却期間を見積もり、当該期間に毎期均等償却してお

ります。

３. 会計方針の変更
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022
年改正基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定
める経過的な取扱いに従っております。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首か
ら適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用）
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第

46号 2024年３月22日）を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更によ
る連結計算書類への影響はありません。
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４. 表示方法の変更
（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、流動負債の「支払手形及び買掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債
務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
なお、前連結会計年度の「電子記録債務」は、98百万円であります。

（連結損益計算書関係）
前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「有価証券売却益」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
なお、前連結会計年度の「有価証券売却益」は、30百万円であります。

５. 重要な会計上の見積り
（店舗の固定資産の減損）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
有形固定資産 56,015百万円
減損損失 757百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としており、各店舗の本社

費配賦後の営業損益が過去２期連続してマイナスとなった場合や店舗閉店の意思決定をした場合、また土地
の市場価格が著しく下落している場合等に減損の兆候があるものとしております。
減損の兆候がある店舗について、当該店舗から得られる営業利益予想をベースとした将来キャッシュ・フ

ローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該店舗の固定資産の帳簿価額を下回る店舗につい
て、その「回収可能価額」を「正味売却価額」又は「使用価値」との比較により決定し、固定資産の帳簿価
額を「回収可能価額」まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、将来キャッシュ・フローの見積りは、商圏における市場環境等の影響を考慮した店舗毎の事業計画

を基礎として、一坪当たり売上高、売上総利益率、売上高販管費率といった仮定を加味しております。
そのため、今後の経営環境の変化等の要因により、これらの見積りにおいて用いた仮定の見直しが必要と

なった場合、翌連結会計年度以降の固定資産の減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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６. 連結貸借対照表の注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 △48,107百万円
（2）担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産 担保に係る債務
科 目 金 額 科 目 金 額

現金及び預金、建物及び構築
物、及び土地 978 百万円 支払手形及び買掛金 301 百万円

現金及び預金 （注） 442 百万円
支払手形及び買掛金 179 百万円
短期借入金 6 百万円

LaCrosse Footwear,Inc.の総資産33,090百万円はコミットメントライン契約の担保に供しております。
（注） 現金及び預金には与信枠限度額と対象債務額のいずれか小さい額を含んでおります。
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７. 連結株主資本等変動計算書の注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普 通 株 式 247,618,938株 − − 247,618,938株

（2）剰余金の配当に関する事項
① 当連結会計年度中に行った剰余金の配当
イ．2025年５月27日開催の第40回定時株主総会決議による配当に関する事項
・株式の種類 普通株式
・配当金の総額 9,161百万円
・１株当たり配当金額 37円00銭
・基準日 2025年２月28日
・効力発生日 2025年５月28日

ロ．2025年10月8日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・株式の種類 普通株式
・配当金の総額 8,666百万円
・１株当たり配当金額 35円00銭
・基準日 2025年８月31日
・効力発生日 2025年11月10日

② 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当
2026年５月26日開催予定の第41回定時株主総会決議による配当に関する事項
・株式の種類 普通株式
・配当金の総額 9,904百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当金額 40円00銭
・基準日 2026年２月28日
・効力発生日 2026年５月27日（予定）
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８. 金融商品の注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、短期的な預金を主体として資金運用を行っており、また、金融機関からの借入により

資金を調達しております。デリバティブ取引は、後述するリスクを軽減することを目的とした為替予約取
引及び通貨オプション取引であり、投機的な取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、主に商業施設のテナント売上、クレジットカード売上に係るも

のであり、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券は外貨建MMFであり、安全性と流動性の高い金融商品でありますが、外貨建MMFは為替変動

のリスクに晒されております。
投資有価証券は、主に上場株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期貸付金は、取引先への貸付及び店舗の賃貸借契約に伴うものであり、貸付先の信用リスクに晒され

ております。
敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約に伴うものであり、預託先の信用リスクに晒されておりま

す。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、設備関係支払手形、設備関係電子記録債務また未

払法人税等は、すべて１年以内の支払期日であります。
借入金のうち短期借入金は、主に商品の輸入決済に係る資金調達を目的としたものであり、長期借入金

は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達して
おり、金利の変動リスクはありません。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを軽減することを目的とした為替予約取引

及び通貨オプション取引であります。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ方針、ヘッジの有効性評価
の方法等については、「2. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等 （4）会計方針に関する
事項 ⑧ 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

売掛金のうちクレジットカード売上に係るものについては、相手先が金融機関系列の取引先であり、
信用リスクは僅少であると考えております。テナント売上に係るものについては、敷金保証金と同様
に、店舗開発部が取引先をモニタリングして、財務状態等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を
図っております。
長期貸付金のうち、取引先への貸付については、四半期毎に貸付先の財務状態等をモニタリングし

て、財務状態等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引については、取引相手先を信用度の高い金融機関に限定しているため、信用リスク

はほとんどないものと認識しております。
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ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、四半期毎に時価や発行体の財務状態等を把握しております。
デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会で決定され、取引の実行及び管理は、経理部輸入

チームが行っております。なお、取引残高・損益状況については取締役会に定期的に報告することとし
ております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、適宜に資金繰り計画を作成・更新し、収支の状況に応じた手元流動性の維持などに

より、流動性リスクを管理しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等は含まれておりません。また、現金及び預金、受取手形及び売掛金、貸
倒引当金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、設備関係支払手形、設備関係電子記録債務、短期借入金、
及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま
す。

区 分 連結貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

（1）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 34,510 34,510 0

（2）長期貸付金（１年以内に
回収予定のものを含む） 108 105 △3

（3）敷金及び保証金 26,265 25,112 △1,152
資産計 60,884 59,729 △1,155
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（注）1. 有価証券に関する事項
有価証券及び投資有価証券
有価証券及び投資有価証券はその他有価証券として保有しており、種類ごとの取得原価、連結貸借対照表

計上額及びこれらの差額については、次のとおりであります。

種類 取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差 額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 3,789 4,560 771
その他 20,301 29,945 9,643

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの その他 4 4 −

合計 24,095 34,510 10,414
（注）2. 市場価格のない株式等

関係会社株式（子会社出資金の額を除いた連結貸借対照表計上額1,221百万円）は、「(1)有価証券及び投
資有価証券」には含めておりません。

（注）3. 敷金及び保証金
連結計算書類における「敷金及び保証金」の金額と、金融商品の時価における「連結貸借対照表計上額」

との差額は、当事業年度末における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額（賃貸建物の原状回
復費用見込額）の未償却残高となります。

（注）４. 長期貸付金及び敷金及び保証金の連結決算日後の償還予定額
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

長期貸付金 40 51 15 0
敷金及び保証金 9,661 12,958 3,253 390

合計 9,702 13,010 3,269 391

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

時価
レベル２の時価： レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算

定した時価
レベル３の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
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れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 4,560 − − 4,560
その他 29,945 − − 29,945

合計 34,505 − − 34,505
② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 − 4 − 4
長期貸付金（1年以内に回収
予定のものを含む） − 105 − 105

敷金及び保証金 − 25,112 − 25,112
合計 − 25,223 − 25,223

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
上場株式及び投資信託は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、その時価をレベル１の時価に分類しております。
投資有価証券
時価については、インターネットサイト等の相場価格等によって算出しており、レベル２の時価に分類し

ております。
長期貸付金
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債権の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
敷金及び保証金
将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値によって算定しており、レベル２の時価に

分類しております。
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９. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

報告セグメント（百万円） その他
（百万円）

合計
（百万円）国内 海外 計

品目別

スポーツ 162,860 50,995 213,855 − 213,855

レザーカジュアル 21,900 30,122 52,022 − 52,022

キッズ 21,663 9,381 31,045 − 31,045

サンダル 12,263 7,466 19,729 − 19,729

レディース 15,384 2,031 17,415 − 17,415

ビジネス 8,648 158 8,807 − 8,807

ウェアその他 23,847 4,923 28,771 − 28,771

その他 5,504 1,471 6,975 − 6,975
顧客との契約から
生じる収益 272,073 106,550 378,624 − 378,624

その他の収益 − − − − −
外部顧客への売上高
（注） 272,073 106,550 378,624 − 378,624

（注） 海外セグメントのうち、韓国の売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。海外売上
高のうち、韓国の売上高は64,838百万円となります。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
取得価格の算定に関する情報
①有償支給に係る取引

当社が実質的に買戻し義務を負っていると判断される有償支給取引について、金融取引として棚卸資
産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給に係る負
債」を認識しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。

②顧客に支払われる対価
顧客への商品販売に伴い付与する自社ポイントについて、独立したオプションとして履行義務を認識

し、取得価格については、過去１年間に付与及び利用されたポイント及び失効率等取引実績を基礎に見
積もっております。ポイントの履行義務に配分された取引価格は契約負債として繰延べ、ポイントの利
用に応じて収益を認識しております。
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③返品権付き販売
返品されると見込まれる商品の対価について、店舗及びECにおける返品対応期間に基づき、店舗につ

いては月間の返品率を、ECについては２週間の返品率を基礎として、直近１年間における返品率を加重
平均した金額を用いて算定しております。返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除
いた額を収益及び売上原価として認識しております。返品されると見込まれる商品の対価を「返金負
債」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を「返品資産」に計上し
ております。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等
イ. 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高

区 分 期首残高
（百万円）

期末残高
（百万円）

顧客との契約から生じた債権 15,744 16,686
契約負債 1,002 1,063

ロ. 当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動がある場合のその内容
該当事項はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
該当事項はありません。

１０. １株当たり情報の注記
（1）１株当たり純資産額 1,607円64銭
（2）１株当たり当期純利益 187円17銭

親会社株主に帰属する当期純利益 46,346百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 46,346百万円
普通株式の期中平均株式数 247,616,641株

１１. 重要な後発事象の注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年４月16日
株式会社エービーシー・マート
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和 田 磨紀郎
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 野 潤

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エービーシー・マートの2025年３月１

日から2026年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エービーシー・マート及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。
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利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表
（2026年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
【流 動 資 産】 【266,307】【流 動 負 債】 【40,555】

現 金 及 び 預 金 169,481 支 払 手 形 5,318
受取手形及び売掛金 9,192 電 子 記 録 債 務 9,416
有 価 証 券 14,395 買 掛 金 5,210
商 品 61,195 短 期 借 入 金 1,216
原 材 料 146 未 払 法 人 税 等 10,204
短 期 貸 付 金 6,171 賞 与 引 当 金 1,178
そ の 他 5,799 契 約 負 債 493
貸 倒 引 当 金 △74 設 備 関 係 支 払 手 形 312

【固 定 資 産】 【102,103】 設備関係電子記録債務 444
（有 形 固 定 資 産） （40,602） そ の 他 6,759

建 物 及 び 構 築 物 18,467 【固 定 負 債】 【1,305】
工 具、 器 具 及 び 備 品 1,592 そ の 他 1,305
土 地 19,496 負 債 合 計 41,860
建 設 仮 勘 定 1,017 純 資 産 の 部
そ の 他 29 【株 主 資 本】 【319,418】

（無 形 固 定 資 産） （1,388） （資 本 金） （19,972）
ソ フ ト ウ エ ア 1,289 （資 本 剰 余 金） （24,042）
そ の 他 98 資 本 準 備 金 23,978

（投 資 そ の 他 の 資 産） （60,112） そ の 他 資 本 剰 余 金 63
投 資 有 価 証 券 20,114 （利 益 剰 余 金） （275,408）
関 係 会 社 株 式 22,683 利 益 準 備 金 55
長 期 貸 付 金 398 そ の 他 利 益 剰 余 金 275,352
敷 金 及 び 保 証 金 15,656 繰 越 利 益 剰 余 金 275,352
繰 延 税 金 資 産 758 （自 己 株 式） （△4）
そ の 他 500 【評 価 ・ 換 算 差 額 等】 【7,131】

（その他有価証券評価差額金） （7,131）
純 資 産 合 計 326,550

資 産 合 計 368,411 負 債 ・ 純 資 産 合 計 368,411

― 53 ―

2026年04月21日 13時36分 $FOLDER; 53ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



損 益 計 算 書

（ 2025
2026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

【売 上 高】 264,012
【売 上 原 価】 120,806

売 上 総 利 益 143,206
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】 87,205

営 業 利 益 56,001
【営 業 外 収 益】

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,244
有 価 証 券 売 却 益 1,177
賃 貸 収 入 1,829
為 替 差 益 288
広 告 媒 体 収 入 34
そ の 他 314 4,887

【営 業 外 費 用】
支 払 利 息 33
賃 貸 費 用 1,082
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 11
そ の 他 18 1,145
経 常 利 益 59,743

【特 別 利 益】
固 定 資 産 売 却 益 6
補 助 金 収 入 8 14

【特 別 損 失】
固 定 資 産 除 却 損 212
減 損 損 失 499
そ の 他 特 別 損 失 8 719
税 引 前 当 期 純 利 益 59,038
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 17,670
法 人 税 等 調 整 額 105 17,776
当 期 純 利 益 41,261
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株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

2025年３月１日残高 19,972 23,978 63 24,042 55 251,919 251,974
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 − − − − − △17,828 △17,828
当 期 純 利 益 − − − − − 41,261 41,261
自 己 株 式 の 取 得 − − − − − − −
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） − − − − − − −

事業年度中の変動額合計 − − − − − 23,433 23,433
2026年２月28日残高 19,972 23,978 63 24,042 55 275,352 275,408

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2025年３月１日残高 △4 295,985 5,954 5,954 301,940
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 − △17,828 − − △17,828
当 期 純 利 益 − 41,261 − − 41,261
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 − − △0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） − − 1,177 1,177 1,177

事業年度中の変動額合計 △0 23,433 1,177 1,177 24,610
2026年２月28日残高 △4 319,418 7,131 7,131 326,550
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個 別 注 記 表

1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
（2）デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法

時価法
（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品 総平均法による原価法
貯蔵品 個別法による原価法

（4）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並び
に2016年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ７〜50年
器具備品 ５〜10年

無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっております。
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リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

（5）引当金の計上基準
貸倒引当金
一般債権 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率に基づき、計上して

おります。
貸倒懸念債権及び
破産更生債権

債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度
の負担分を計上しております。

（6）収益及び費用の計上基準
主としてシューズ関連商品の販売を行っております。顧客との販売において、これらの履行義務を充足

する時点は、通常商品の引渡時であることから、当該商品の引渡時点において収益を認識しております。
（7）重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。
また、為替予約等が付されている外貨建金銭債務等については、振当処
理の要件を満たしている場合には振当処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引）
ヘッジ対象 為替の変動により、将来のキャッシュ・フローが変動するリスクのある

外貨建仕入債務等
ヘッジ方針 ヘッジ対象の損失可能性を減殺する目的で行っております。
ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象の為替リスクが減殺されているかどうかを検証することによ

り、ヘッジの有効性を評価しております。
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３. 会計方針の変更
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022
年改正基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用）
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第

46号 2024年３月22日）を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による計
算書類への影響はありません。

４. 表示方法の変更
（貸借対照表関係）

前事業年度において、流動負債の「支払手形」に含めて表示しておりました「電子記録債務」は、金額的
重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
なお、前事業年度の「電子記録債務」は、98百万円であります。

（損益計算書関係）
前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「有価証券売却益」は、金額

的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。
なお、前事業年度の「有価証券売却益」は、30百万円であります。
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５. 重要な会計上の見積り
（店舗の固定資産の減損）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産 40,602百万円
減損損失 499百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結注記表 ５. 重要な会計上の見積り（店舗の固定資産の減損）」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しております。

（関係会社投融資の評価）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 22,683百万円
関係会社貸付金 6,461百万円
上記に係る貸倒引当金 74百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、計算書類の作成にあたり、市場価格のない関係会社株式については、金融商品に関する会計基準

及び金融商品会計に関する実務指針に基づき、実質価額と取得価額を比較し、株式の実質価額が著しく下落
している場合には、将来の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額す
る方針としております。また当該関係会社への貸付金についても、個別に回収可能性を検討した上で、貸付
金の回収不能見込額を貸倒引当金として処理しております。
関係会社株式及び関係会社貸付金の回収可能性の評価は、関係会社の現在の経営成績を基礎として、売上

高、売上総利益率、売上高販管費率等といった仮定を加味しております。
今後も、関係会社の事業環境等が変動することにより、関係会社の経営成績及び財政状態を著しく悪化させ
る変化が生じた場合、翌事業年度以降の計算書類の関係会社株式及び関係会社貸付金に係る貸倒引当金の金
額に影響を与える可能性があります。

６. 貸借対照表の注記
（1）関係会社に対する

短期金銭債権 7,787百万円
短期金銭債務 509百万円
長期金銭債権 330百万円
長期金銭債務 1,087百万円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 △25,724百万円
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７. 損益計算書の注記
関係会社との取引高
売上高 1,256百万円
仕入高 6,751百万円
営業費用 2,071百万円
営業取引以外の取引高 1,441百万円

８. 株主資本等変動計算書の注記
自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数

普 通 株 式 2,248株 70株 − 2,318株
（注） 自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

９. 税効果会計の注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

未払事業税 597百万円
商品評価損 641百万円
賞与引当金 360百万円
減損損失 700百万円
資産除去債務 994百万円
その他 748百万円

繰延税金資産合計 4,044百万円
（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △3,282百万円
その他 △3百万円
繰延税金負債合計 △3,286百万円

繰延税金資産純額 758百万円
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１０. 関連当事者との取引の注記
（1）役員及び個人主要株主等

属 性 会社等の名称 議決権等の
被所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

主 要 株 主 三 木 正 浩
被所有
直接

9.54％
− 建物等の賃借

（注） 191
前 払 費 用 17
敷金保証金 147

主要株主の近親者 三 木 美智子
被所有
直接

2.99％
− 建物等の賃借

（注） 165
前 払 費 用 15
敷金保証金 97

主要株主及びそ
の近親者が議決
権の過半数を所
有している会社

合同会社イーエム・
プ ラ ン ニ ン グ

被所有
直接

49.90％
− 建物等の賃借

（注） 1,740
前 払 費 用 159
未 払 費 用 1
敷金保証金 1,452

（注） 取引条件ないし取引条件の決定方針等
建物等の賃借条件については、近隣の取引実勢に基づいて賃借契約により保証金額及び月割賃料を
決定しております。なお、建物等の賃借に関する取引の一部については、形式的・名目的に信託銀
行を経由して行われております。

（2）子会社等

属 性 会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

子 会 社 A B C - M A R T
K O R E A , I N C .

所有直接
99.96％
所有間接
0.04％

不動産の
貸付先

建物等の賃貸
（注） 573 預り保証金 1,080

業務委託 49 未 収 入 金 −

子 会 社 株 式 会 社
オッシュマンズ・ジャパン

所有直接
100％

不動産の
貸付先 建物等の賃貸 492

前 受 収 益 15

未 収 入 金 17

（注） 取引条件ないし取引条件の決定方針等
建物等の賃貸条件については、近隣の取引実勢に基づいて賃貸契約により保証金額及び月割賃料を
決定しております。
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１１. 収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

１２. １株当たり情報の注記
（1）１株当たり純資産額 1,318円78銭
（2）１株当たり当期純利益 166円64銭

当期純利益 41,261百万円
普通株式に係る当期純利益 41,261百万円
普通株式の期中平均株式数 247,616,641株

1３. 重要な後発事象の注記
該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年４月16日
株式会社エービーシー・マート
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和 田 磨紀郎
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 野 潤

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エービーシー・マートの2025年

３月１日から2026年２月28日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第41期事業年度における取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の
内部監査室を始めとした内部監査部門及び内部統制所管部署と連携の上、重要な会議に出席し、取締役
及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年４月20日

株式会社エービーシー・マート 監査等委員会
常勤監査等委員 松 岡 正
監 査 等 委 員 菅 原 泰 男
監 査 等 委 員 小早川 英 樹

（注） 監査等委員全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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※ご来場に際しましては、当社として専用の駐車場はご用意しておりません。公共交通機関のご利用をお願い申しあげます。

●地下鉄の最寄り駅
交通 日 比 谷 線 虎 ノ 門 ヒ ル ズ 駅 出口A２より徒歩５分

銀座線／南北線 溜 池 山 王 駅 出口14より徒歩10分
銀 座 線 虎 ノ 門 駅 出口３より徒歩10分

株主総会にご出席の株主様へのお土産は取りやめとさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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